
過疎地域の医療を支えるモデルとして
注目の『備北メディカルネットワーク』。

Point of View

　『備北メディカルネットワーク』
は、地域医療連携推進法人制度が施
行された2017年４月、全国初の認定
を受けた４つの法人のうちのひとつ
である。医師やメディカルスタッフ
の確保を最大の目的に掲げた備北メ
ディカルネットワークの取り組みは

医師不足が問題となっている過疎地
域の先進事例として、当初から注目
を集めていた。
　そこで、今回、同法人の発足の経
緯から２年を経過しての現状までを
本誌でお伝えすることは、過疎地域
にあって、法人の設立を考えている
方々にもたいへん有意義に違いない
と、備北メディカルネットワーク代
表理事を務める中西敏夫先生のもと
を訪ねた。
「備北医療圏は、広島県北東部の中
山間地域に位置する三次市と庄原市
からなり、備北メディカルネットワ
ークには、両市にある４つの急性期
病院が参加しています」
　正確には2017年４月に、市立三次
中央病院（カッコ内は設立母体〈以
下同〉、三次市）と三次地区医療セ

ンター（三次地区医師会）、庄原市
立西城市民病院（庄原市）の３施設
でスタートし、同年12月に庄原赤十
字病院（日本赤十字社）が加わった
（【資料１】）。
　中西先生は、当時、市立三次中央
病院（以下、三次中央病院）院長と
いう要職にありながら、同ネットワ
ークの立ち上げをけん引し、病院間
の調整や行政との折衝などを一手に
行った。そんな中西先生に、備北医
療圏の医師不足を解決するために、
地域医療連携推進法人の設立という
方法を選ぶにいたった思いを語って
もらった。
「広島県は、中山間地域には医師が
少なく、備北医療圏でも医師や医療
従事者の確保は以前から大きな問題
でした。解決策として、医療機関の

中西 敏夫先生

地域医療連携推進法人備北メディカルネットワーク
代表理事

中西先生
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3取材日：2019年８月６日

Community Medicine

16



統廃合など、集約化が提案されるこ
ともしばしばでしたが、たとえ集約
化によってひとつの医療機関に十分
な数の医師が集まり、診療体制が充
実したとしても、それが本当に住民
にとって幸せなことなのか、考えな
ければいけないと思っていました」
　医療機関の集約化の施策が、効率
的な医療の実現の成功事例として評
価される場合も多いが、あくまで医
療を提供する側にとっての成功事例
であり、決して住民の側に立ったも
のではないケースも少なくない。
「なぜなら、集約化で医療機関がな
くなった地域の住民は遠方の医療機
関まで時間をかけて通うしかなく、
住民は我慢を強いられる結果になっ
ているからです」
　住民の立場を考えれば、集約化を
選びたくはない。けれども、三次中
央病院の院長就任以前に庄原赤十字
病院の院長でもあった中西先生は、
この地域での医師確保の難しさを誰
よりも知っていた。
「個々の病院の努力では限界がある
と痛感していたので、地域の病院が
協力して医師を確保する手段を工夫
し、なんとか地域の医療提供体制を
再構築する方法はないかと思案して
いました。

　そんなときに、
地域医療連携推進
法人制度の導入が
検討されていると
知り、同制度を利
用すれば、医師確
保のシステムが構
築できるのではな
いかと直感したの
です。早速、３施
設に呼びかけて地
域医療連携推進法
人設立のために動
き始めました」

　三次中央病院と中西先生が声がけ
した３施設は、すべて公立・公的な
急性期病院。通常であれば競合関係
であってもおかしくない。
「４施設は設立母体が自治体（市）、
医師会、日本赤十字社と異なってい
たものの、競合をしない協調こそが
医療資源の少ない地域で、互いに生
き残り、地域の医療を再構築する道
であるとの共通認識を持っていたの
で、法人の設立や組織化は、思いの

ほかスムーズに運びました（【資料
２】）」

　備北メディカルネットワークの設
立理念は、「医療機関相互の『ゆる
やかな業務連携』を推進し、地域に
おいて良質かつ適切な医療を効率的
に提供できる『地域完結型医療の実
現』をめざします」だ。
「地域医療連携推進法人の利点のひ
とつは、すべての面で４施設が連携
して業務を進めなければならないわ
けではなく、連携する事項と目標を
決め、それらについてのみ連携すれ
ば良い点です。だからこそ、法人内
の医療機関同士の『ゆるやかな業務
連携』が可能となります」
　同ネットワークでは、具体的な連
携事項として、以下の４点を掲げて
いる。
（１）医療従事者を確保・育成する
　　  仕組みづくり

出典：中西先生提供資料

出典：中西先生提供資料

備北医療圏

三次市

庄原市

①三次地区医療センター
②市立三次中央病院
③庄原市立西城市民病院
④庄原赤十字病院

①
②

③

④

三次市 日本赤十字社
（広島県支部）

一般社団法人
三次地区医師会 庄原市

庄原市立西城市民病院

54床

庄原赤十字病院

310床

三次地区医療センター

150床

市立三次中央病院

350床

医療連携推進区域

地域医療連携推進法人
備北メディカルネットワーク

地域医療を充実させるための
統一的医療連携推進方針
（ゆるやかな業務連携）

参加
（社員）

参加
（社員）

参加
（社員）

・医療従事者の確保・育
　成等に向けた取り組み
・施設、医療機器の共同利
　用等経営の効率化に向
　けた取り組み
・医療介護連携など地域
　包括ケアシステム推進
　の取り組み　　　  など

財務・人事等にか
かる権限など、既
存のガバナンスに
は影響しない
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（２）地域包括ケアの推進
（３）共同購買の仕組みづくり
（４）共同研修の仕組みづくり
　中西先生が、この４点の中で「医
療従事者を確保・育成する仕組みづ
くり」、特に医師の確保・育成を最
重要事項に位置づけているのは前述
したとおり。では、具体的には、ど
のような仕組みで、それを成し遂げ
ようとしたのか。
「規模が大きく設備の整った病院な
ら、派遣に応じてくれる若い医師も
いますが、中山間地域にあって、指
導医も少なく、勉強になる症例も少
ないような医療機関に来てくれる医
師は少ないのが現実です」
　そこで中西先生は、医師が赴任し
たいと思うような魅力やメリットを
備え、大学病院から十分な医師派遣
をしてもらっている三次中央病院を
ベースにした仕組みを考案したので
あった。

　中西先生は、大学病院から同ネッ
トワークに医師を派遣してもらうた

めに、大学医局や
広島県の担当者と
話し合い、次のよ
うなシステムを構
築した。
「大学医局から、
いったん医師を三
次中央病院に派遣
していただき、同
院をベースに、必
要に応じて他の各
医療機関へ派遣す
るシステムです。
地域内で必要な医
師を確保したうえ
で、どの医療機関

へ派遣するかは、備北メディカルネ
ットワークで調整できるようにさせ
てもらいました」
　このシステムが順調に稼働した背
景には、先に少し触れたが、医師が
赴任したくなるような魅力を三次中
央病院が持ちあわせていたことがあ
った。
「三次中央病院は比較的規模も大き

く、黒字経営であったため、320列
CTやPETをはじめ最新の医療機器
を導入しています。
　また、研修や学会への参加費用を
回数の制限なく病院が負担するなど
医師へのサポート体制も充実。こう
した環境なので専門医や指導医の資
格を持つ医師も多く在籍しており、
専門医の資格取得をめざす若い医師
にも満足していただける条件がそろ
っていました」

　備北メディカルネットワーク内で
は、大学病院からの医師派遣に限ら
ず、地域で最適な医療体制が整えら
れるよう、４施設間での人的交流も
行われている。
「2018年度の例では、産婦人科医が
三次中央病院から庄原赤十字病院へ
完全移籍したのをはじめ、医師の診
療応援や看護師の交流、研修会講師
の派遣などが、各施設間で実施され

出典：中西先生提供資料

出典：中西先生提供資料

○産婦人科医師と看護師（市立三次中央病院→庄原赤十字病院）
・医師の異動
　１名の産婦人科部長を庄原赤十字病院へ完全移籍
・医師の診療応援：外来診療と手術
・看護師の交流：２名の助産師を常勤派遣・指導
　　　　　　　　２名の助産師を市立三次中央病院で受け入れ研修

○他科医師の専門診療応援派遣
・内科（腎臓内科、糖尿病代謝内分泌内科）、眼科ほか
　専門科診療のニーズに合わせて相互に人材を活用

○研修会講師派遣
・院内クリニカルパス研修会（庄原赤十字病院）へ市立三次中央病院クリニカ
　ルパス委員会医師を派遣
・専門医制度更新講習（医療安全研修会など）の開催

備北地域における若手・中堅医師の研修・研鑽支援を行い、若手・中堅医師が活躍
しやすい環境を整備する
市立三次中央病院を基幹病院とし、協議会の構成員は、構成団体の医師とする

１．設置目的：

２．組織等　：

（）：2017年４月１日
現在の在籍医師数

・2015年11月に立ち上げ
・2017年４月より地域医療連携推進法
　人の組織下に移管
・事務局は三次地区医療センター内に
　移籍

・地域で従事する医師が、やり甲斐を感
　じながらキャリアアップできる環境
　整備
・若手医師が働きたいと思える就労環
　境整備

市立三次
中央病院
（73）

作木診療所
（１）

西城
市民病院
（４）

県地域
医療支援
センター

口和診療所
（１）

総領診療所
（１）

三次地区
医療センター
（４）

庄原
赤十字病院
（35）

甲奴診療所
（１）

備北地域
医師育成・活躍支援

協議会
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ています（【資料３】）」
　さらに、2015年11月から県の事業
として機能してきた『備北地域医師
育成・活躍支援協議会』（以下、協
議会）が、2017年４月に備北メディ
カルネットワークの組織下に移管さ
れた（【資料４】）。
「協議会は、若手・中堅医師の研修
研鑽を支援する連携ネットワークの
形成、過疎地域の医師が安心して勤
務できる環境の整備を目的に設立さ
れたもので、備北メディカルネット
ワークに参加している４施設だけで
なく、診療所の医師なども構成員と
なっています。
　具体的には、研修支援や、休暇取
得のための代診医派遣、医学研究支
援、緊急時の診療相談（支援）、医

師急病時の代診医派遣など、地域の
若手・中堅医師がキャリアアップで
きる環境、働きたいと思える環境を
整備する事業を行っています（【資
料５】）。
　当ネットワークの組織下に移管さ
れたからには、協議会の活動がさら
に活発になるように尽力していくつ
もりです」

　全国初の地域医療連携推進法人と
して備北メディカルネットワークの
先駆的な活動が始まって２年余り。
中西先生は、法人設立による医療資
源不足の問題解消に確かな手応えを

感じている。
「医師不足のところ、医療資源が少
ないところでは、これまで集約化が
主な解決法でしたが、医師を呼べる
仕組みをつくる方策には、地域医療
連携推進法人の設立もきわめて有効
だと感じています。
　当ネットワークの取り組みが、過
疎で医療資源不足に困っており、法
人設立を検討している地域の参考に
なればうれしい限りです」
　ただし、実際に法人を立ち上げて
みると、地域医療連携推進法人制度
自体の問題点も強く感じることにな
ったと話す。
「法人のメリットを生かせるように
するには、人的配置基準の緩和が大
きなポイントでしょう。どのような
職種、担当の人が何名必要かなどの
人的配置基準を、個々の施設ごとで
はなく、法人全体で何名といったよ
うに、もう少しゆるくすべきだと思
います。
　産休や育休に入る職員がいると、
一時的に配置基準を満たせなくなる
といった際も、法人内の施設間で手
当てできるといいですね。『専任』
や『専従』の要件も緩和されれば、
法人は格段につくりやすくなるはず
です（【資料６】）」
　中西先生の地域医療連携推進法人
制度に対する要望は非常に貴重だ。
中西先生が示してくれたように、人
的配置基準の緩和がなされれば、地
域医療連携推進法人制度は、より取
り組みやすく、また、より良く機能
するものになるだろう。

出典：中西先生提供資料を改変

出典：中西先生提供資料

〒728-0013
広島県三次市十日市東３-16-１
TEL：0824-62-1103

■法人設立
　登記等の費用は当然かかったが、法的手続きは比較的簡単であった

■法人の運営
　理事会、総会の開催、事業報告書や決算書提出などの運営費の負担が続く

■共同購入・交渉
　想像以上にコストカットができ、経費に見合う以上の利益が出ているが、持続していくには課題が多い

■課題
　法人のメリットを生かしていくには、ネットワーク内で医療法上の人的配置基準の緩和や医薬品、医用材料などの融
　通措置といった制度上の措置が望まれる

■事業内容
①研修研鑽支援（勤務環境の改善等）
　若手医師等を対象とした研修研鑽支援や研修支援、休暇取得のための代診医派遣、医学研究等の支援など
②地域内での医療確保支援
　緊急時や通常時の診療相談等の診療支援や医師の急病時等での代診医派遣など
③地域医療確保の連携体制整備
　中核的な拠点病院の事務局機能を整備し地域での連携体制を整えるなど

■ねらい
　若手・中堅医師の研修研鑽を支援する連携ネットワーク形成と、過疎地域の医師が安心して勤務できる継続可能で
　安定的な環境の整備
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